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旧簡易ガスみなしガス小売事業者に係る部門別収支計算書

における当期純損失金額等の公表について 

 
みなしガス小売事業者部門別収支計算規則（以下、｢規則｣という。）第７条の規定に基

づき、旧簡易ガスみなしガス小売事業者から届出のありました「旧簡易ガスみなしガス小

売事業者に係る部門別収支計算書」において、当期の一般需要部門に損失が生じたため、

規則第８条の規定に基づき、下記のとおり、事業者名及び一般需要部門当期純損失金額を

公表します。 

 

 

事業者名 供給地点群名 
一般需要部門 

の純損失額(円) 
伊丹産業会社 

（法人番号：5140001077993） 
榛原ネオポリス 23,132 

株式会社エネアーク関西 

（法人番号：5120001118733） 

美崎苑団地 63,306 

泉州土地淡輪団地 5,795 

大阪府立金剛コロニー 56,043 

小林工務店太子ヶ丘 382,551 

国土太子団地 5,166 

太子万葉台 19,863 

千早赤阪団地 4,001,908 

倉垣みずき坂住宅 25,432 

東映二軒茶屋団地 94,131 

三和住宅 82,399 

住友金属鉱山祝園団地 46,490 

嶋の宮団地 15,272 

西宮緑ヶ丘団地 23,649 

Ｋ．Ｋ．大昌 42,501 

宝塚高原分譲地 20,056 

藤和白鳥タウン 781,857 

東急上荘団地 76,812 

阪神土山稲美住宅地 2,596 

平端グリーンハイツ 42,596 

御陵団地 3,741 

阪急産業ヤマト笠縫団地 205,097 

田原本町薬王団地 11,774 

ガーデンハウス天理長柄 16,965 

県営庵治団地 17,741 

紀見Ｃ団地 572,094 
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比叡平団地 719,893 

開出今団地 824 

八坂団地 16,010 

賀目山団地 1,679 

みずべの里 26,822 

東宝ランド栗東ニューハイツ 5,193 

 

 

（参考） 

みなしガス小売事業者部門別収支計算規則（平成２９年３月２８日経済産業省令第２１号）＜抜粋＞ 

 

（旧簡易ガスみなしガス小売事業者に係る部門別収支の整理） 

第六条 旧簡易ガスみなしガス小売事業者（第七条に規定する提出期限においてその供給地点群において

指定旧供給地点小売供給及び指定旧供給地点小売供給以外の小売供給のいずれも行う者に限る。）は、

当該旧簡易ガスみなしガス小売事業者が指定旧供給地点小売供給及び指定旧供給地点小売供給以外の小

売供給のいずれも行う供給地点群ごとに、当該供給地点群に係る収益及び費用について、別表第二に掲

げる方法に基づき、様式第三に整理しなければならない。 

 
（旧簡易ガスみなしガス小売事業者に係る部門別収支計算書の提出） 

第七条 前条の旧簡易ガスみなしガス小売事業者は、供給地点群ごとに様式第三を、毎事業年度経過後四

月以内にその供給地点群を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。 

 
（一般需要部門の当期純損失金額の公表） 

第八条 前条の経済産業局長は、前条の規定により提出された様式第三において、一般需要部門に当期純

損失が生じたときは、当該旧簡易ガスみなしガス小売事業者名及び一般需要部門の当該純損失金額を公

表しなければならない。 

 
（お問合せ先） 

近畿経済産業局資源エネルギー環境部電力・ガス事業課

電話 ０６－６９６６－６０４６ 


